
を
達
す
る
た
め
に

は
、

「
生
命
も
、

財
産
も
、

敢
て

之
を
惜
ま
ざ
る
な
り
、

要
す
る
に
一

身
を
犠
牲
に

供
し

て
、

国
家
の

幸
福
を
進
め

」
よ
う
で

は

な
い

か
、

と
。

共
に

苦
悩
し
た
内
藤
は
も
っ

と
は
っ

き
り
叫
ん
だ
。

「
強
盗
何
か

あ
ら
ん
、

殺
人
何
か
あ
ら
ん
、

要
は
一

身
を
捨
て
ゝ
、

国
家
に

貢

献
す
る
あ
る
の

み
」
と
。

こ

こ

に
は
三
つ

の

問
題
点
が
伏
在
し
て
い

る
。

第
一

は
、

と
も
か
く
封
建
的
な
名
分
論
を
の

り
こ

え
、

立
憲
制
樹
立
の

た
め
に

生
命
を
投
げ
出
そ

う
と
い

う
思
想
が
見
ら
れ
る
こ

と
、

第
二

は
、

そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、

立
憲
制
は
「
国
家
」
の

た
め
に

と
い

う
意
義
づ
け
が
な
さ
れ
て

い

る
こ

と
、

す
な
わ
ち
、

国
家
そ
の

も
の

が
究
明
さ
れ
な
い

ま
ま
に

最
高
の

価
値
が
与
え
ら
れ
、

立
憲
制
は
国
家
に

従
属
す
る
も
の

と
さ
れ
て
い

る
こ

と
で

あ
る
。

民
権
か
ら
国
権
へ

の

変
容
の

論
理
が
す
で

に

準
備
さ
れ
て
い

る
と
い

え
よ
う
。

第
三
は
、

目
的
の

た
め
に

手
段
を
選
ば
な
い

と
い

う
、

民
衆

の

倫
理
と
相
い

れ
な
い

方
法
が
と
ら
れ
た
こ

と
で

あ
る
。

も
っ

と
も
こ

の

点
に
つ

い

て

は
、

三
人
も
条
件
を
つ

け
て

お

り
、

良
民
の

辛
苦
し
て

蓄
積

し
た
財
に

は
手
を
つ

け
ず
敵
対
す
る
官
の

金
と
守
銭
奴
の

金
を
奪
お
う
と
誓
い

あ
っ

て
い

る
。

大
矢
ら
は
非
常
手
段
の

決
行
に

よ
り
、

当
時
の

金
で

三
千
円
や
五
千
円
の

軍
資
金
は
立
ち
所
に

入
手
で

き
る
と
考
え
た
ら
し
が
、

実
際
は
そ
う
う
ま
く
い

か

な
か
っ

た
の

で

あ
る
。

非
常
手
段
の

実
行

本
県
か
ら
大
阪
事
件
に

加
わ
っ

た
過
半
の

人
び
と
は
、

軍
資
金
か
せ

ぎ
の

非
常
手
段
決
行
と
い

う
こ

と
で

事
件
関
係
者
中
特
異
な
位
置
を

占
め
て
い

る
。

大
矢
は
た
ま
た
ま
自
叙
伝
を
残
し
た
の

で

そ
の

胸
中
を
う
か
が
え
る
が
、

他

の

者
に

し
て

も
決
意
の

苦
悩
は
大
同
小
異
で

あ
っ

た
ろ
う
。

非
常
手
段
は
五
回
決
行
さ
れ
た

が
、

ほ
と
ん
ど
所
期
の

目
的
を
達
す
る
こ

と
が
で

き
な
か
っ

た
。

第
一

回
は
、

一

八
八
五
（
明
治
十
八

）
年
六
月
末
、

高
座
郡
栗
原
村
の

大
矢
弥
市
宅
を
ね

ら
っ

た
が
、

結
局
未
遂
に

終
わ
っ

た
。

こ

の

計
画
を
磯
山
清
兵
衛
の

と
こ

ろ
に

持
ち
込
ん
だ

大矢正夫自叙伝　大矢寛子氏蔵
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の

は
山
本
与
七
で

あ
る
。

大
矢
正
夫
・

山
崎
重
五
郎
・

内
藤
六
四
郎
は
磯
山
に

呼
ば
れ
山
本
に

同
行
す
る
こ

と
を
命
じ
ら
れ
た
。

ね
ら
わ
れ
た
大
矢

弥
市
は
、

こ

の

地
域
の

名
望
家
で

慈
善
家
と
し
て

知
ら
れ
て
い

る
だ
け
で

な
く
、

大
矢
正
夫
に

と
っ

て

は
「
恩
師
」
で

あ
り
「
救
命
主
」
で

あ
っ

た
。

良
民
を
襲
わ
な
い

こ

と
を
条
件
に

し
て
い

た
大
矢
は
難
色
を
示
し
た
が
、

見
張
り
で

よ
い

と
い

わ
れ
、

家
人
を
負
傷
さ
せ
な
い

こ

と
を
条
件
に

と
う
と
う
決
行
に

ふ
み
き
っ

た
。

実
行
グ
ル

ー
プ
に

は
、

上
記
の

者
の

ほ
か
、

大
矢
が
手
紙
で

呼
び
か
け
た
愛
甲
郡
の

佐
伯
十
三
郎
・

難
波
春
吉
、

そ
れ
に

山
本
の

弟
菊
田
粂
三
郎
と
富
田
勘
兵
衛
が
参
加
し
た
。

一

行
八
人
は
大
矢
弥
市
宅
に

迫
っ

た
が
、

付
近
に

人
が
起
き
て
お

り
、

結
局
中
止
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。

第
二

回
は
、

同
年
七
月
五
日
、

愛
甲
郡
上
荻
野
村
の

岸
十
郎
平
家
を
ね
ら
い
、

現
金
十
九
円
を
強
奪
す
る
の

に

成
功
し
た
。

参
加
者
は
、

山
本
・

富
田
・

佐
伯
・

難
波
・

窪
田
久
米
で

あ
っ

た
。

こ

の

う
ち
窪
田
は
、

公
判
で

仲
間
に

か
ば
わ
れ
、

ま
た
友
人
の

ア

リ
バ

イ
工
作
も
あ
っ

て

無
罪
に

な

っ

た
。

第
三
回
は
、

愛
甲
郡
役
所
の

金
庫
係
が
藤
沢
の

本
金
庫
に

公
金
を
輸
送
す
る
途
中
を
襲
撃
し
よ
う
と
い

う
計
画
で
、

富
田
・

大
矢
・

難
波
の

三

人

が
相
模
川
の

六
角
橋
で

待
伏
せ

た
が
、

そ
の

日
に

は
別
の

道
で

輸
送
さ
れ
た
た
め
失
敗
に

終
わ
っ

た
。

第
四
回
は
、

山
川
市
郎
・

天
野
政
立
・

山
崎
・

難
波
・

大
矢
の

五
名
で
（
公
訴
状
で

は
佐
伯
十
三
郎
、

山
川
・

難
波
）、

愛
甲
郡
役
所
の

金
庫
を
直
接

ね
ら
っ

た
が
、

役
所
の

周
辺
に

人
通
り
が
絶
え
ず
、

ま
た
失
敗
に

終
わ
っ

た
。

第
三
回
、

四
回
目
の

月
日
は
不
明
で

あ
る
が
七
月
か
ら
十
月
の

間
で

あ
る
こ

と
は
『
大
矢
正
夫
自
徐
伝
』
か
ら
明
ら
か
で

あ
る
。

ま
た
、

こ

の

両
回
と
も
、

郡
役
所
一

等
書
記
黒
田
黙
耳
が
同
志
の
一

人
と
し
て

連
絡
を

と
っ

て
い

た
。

北
村
透
谷
が
大
矢
に

誘
わ
れ
、

懊
悩
の

末
、

頭
を
丸
坊
主
に

し
て

辞
去
の

意
を
示
し
た
と
い

う
の

も
こ

の

こ

ろ
で

あ
ろ
う
。

透
谷
は

こ

れ
を
機
に

政
治
と
訣
別
し
、

思
想
的
彷
徨
を
た
ど
る
（
色
川
大
吉
『
増
補
明
治
精
神
史
』）。
つ

ぎ
に

透
谷
の

「
三
日
幻
境
」
に

出
て

く
る

著
名
な
一

節
を
引
用
し
て

お
こ

う
。
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三
た
び
我
が
行
き
し
時
に
、

蒼

海

は
幾
多
の

少
年
壮
士
を
率
ゐ
て

朝
鮮
の

挙
に

与
ら
ん
と
し
、

（
中
略
）。
こ

の

時
に

至
り
て

我
は
既
に

政
界
の

醜
状
を
悪

く
む
の

念
漸
く
専
ら
に

し
て
、

利
剣
を
把
つ

て

義
友
と
事
を
共
に

す
る
の

志
よ
り
も
、

静
か
に

白
雲
を
趁
ふ
て

千
峰
万
峰
を
攀
づ
る
の

談
興
に

耽
る
の

思
望
大
な
り

け
れ
ば
、

義
友
を
失
ふ
の

悲
し
み
は
胸
に

余
り
し
か
ど
も
、

私
か
に

我
が
去
就
を
粉
々

た
る
政
界
の

外
に

置
か
ん
と
は
定
め
ぬ
。

こ

の

第
三
回
の

行
、

わ
れ
は
髪
を

剃
り
笻
を
曳
き
て

古
人
の

跡
を
蹈
み
、

自
か
ら
意
向
を
定
め
て

あ
り
し
か
ば
義
友
も
遂
に

我
に

迫
ら
ず
、

遂
に

大
阪
の

義
獄
に

与
ら
ざ
り
し
も
、

我
が
懐
疑
の

所
見

朋
友
を
失
ひ
し
に

よ
り
て

大
に

増
進
し
、

こ

の

後
幾
多
の

苦
獄
を
経
歴
し
た
る
は
又
た
是
非
も
な
し
。

（『
透
谷
全
集
』
第
一

巻
）

第
五
回
は
、

同
年
十
月
二

十
一

日
に

決
行
さ
れ
た
。

公
訴
状
に

よ
れ
ば
、

山
本
与
七
が
な
お

資
金
を
得
よ
う
と
し
て
、

高
座
郡
座
間
村
戸
長
役
場

に

租
税
の

徴
集
金
が
あ
る
こ

と
を
探
知
し
、

強
奪
を
計
画
し
た
も
の

の

よ
う
で

あ
る
。

実
行
に

は
長
坂
喜
作
・

菊
田
粂
三
郎
・

大
矢
正
夫
の

三
人
が

武
装
し
て

あ
た
り
、

小
使
を
縛
り
、

銭
箱
を
こ

わ
し
て

千
七
十
一

円
八
十
銭
を
奪
っ

た
。

こ

の

金
は
、

最
終
的
に

は
、

四
百
円
が
大
井
の

手
許
で

資

金
に

な
り
、

菊
田
は
、

計
百
四
十
五
円
、

長
坂
が
五
百
円
余
を
消
費
し
た
が
、

大
矢
は
一

身
上
の

た
め
に

使
い

た
く
な
い

と
い

っ

て
、

一

銭
も
受
け

取
ら
な
か
っ

た
と
い

う
。

こ

こ

ま
で

見
て

く
る
と
、

非
常
手
段
の

決
行
に

は
山
本
与
七
の

役
割
り
が
大
き
い
。

し
か
し
、

そ
の

山
本
は
、

第
二
四
回
公
判
で
、

非
常
手
段
を

天
野
よ
り
頼
ま
れ
、

や
む
を
え
ず
実
行
し
た
と
述
べ

て
い

る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

本
県
に

お
け
る
非
常
手
段
実
行
グ
ル

ー
プ
の

最
高
責
任
者
は
天

野
と
い

う
こ

と
に

な
ろ
う
。

だ
が
、

裁
判
記
録
が
そ
の

ま
ま
事
実
で

な
い

こ

と
は
い

う
ま
で

も
な
い

か
ら
、

他
の

資
料
が
少
な
い

ま
ま
に

吟
味
し
な

が
ら
史
実
を
再
構
成
し
て
い

く
の

は
非
常
に

む
ず
か
し
い
。

し
た
が
っ

て
、

非
常
手
段
決
行
の

全
体
像
も
、

ま
だ
は
っ

き
り
と
え
が
き
に

く
い

の

で

あ
る
。

な
お
、

こ

こ

で

本
県
参
加
者
の

う
ち
、

他
の

役
割
り
を
演
じ
た
者
に
つ

い

て

述
べ

て
お
こ

う
。

霜
島
幸
次
郎
は
、

磯
山
の

命
に

よ
り
八
月
上
旬
よ

り
九
月
中
旬
ま
で

の

間
、

古
山
三
吉
と
名
を
変
え
、

田
代
秀
吉
が
開
い

た
鍛
冶
場
で

爆
発
物
器
具
の

製
造
と
刀
剣
製
作
を
手
伝
っ

て
い

た
。

武
藤
角

之
助
は
渡
韓
隊
員
の
一

人
で

あ
っ

た
。

村
野
常
右
衛
門
に
つ

い

て

は
す
で

に

ふ
れ
た
。

水
島
保
太
郎
も
金
策
に

努
め
て
い

た
が
、

村
野
と
同
じ
く
非
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常
手
段
と
い

う
方
法
は
と
ら
な
か
っ

た
。

事
件
の

終
結

県
下
の

強
盗
事
件
、

と
り
わ
け
座
間
村
戸
長
役
場
が
お
そ
わ
れ
た
事
件
は
、

警
察
側

に

自
由
党
過
激
派
の

行
為
で

は
な
い

か
と
推
定
さ
れ
、

危
険
を
感
じ
た
大
矢
は
、

渡

鮮
部
隊
の

仲
間
入
り
を
希
望
し
て

長
崎
に

向
か
っ

た
。

他
方
、

本
隊
の

動
静
は
ど
う
キ
ヤ
ッ

チ
さ
れ
て

い

た
で

あ
ろ
う
か
。

大
阪
警
察
署
の

稲
田
警
部
は
、

磯
山
が
壮
士
を
率
い

て

長
ら
く
大
阪
に

滞
在
し
て
い

る
こ

と
や
、

大
井
、

小
林
ら
が
あ
わ
た
だ
し
く
大

阪
に

去
来
す
る
の

に

不
審
の

念
を
抱
き
、

探
偵
と
と
も
に

内
偵
を
続
け
て
い

た
。

そ
の

結
果
、

志
貴
山

千
手
院
や
小
槻
村
岡
橋
家
を
襲
っ

た
者
が
そ
れ
ら
壮
士

で

あ
る
こ

と

や
、

渡
鮮
の

計
画
を
つ

か
ん
だ

（
石
川
諒
一

・

玉
水
常
治
『
自
由
党
大
阪
事
件
』）。

こ

う
し
て
、

十
月
二

十
三
日
、

大
井
、

小
林
は
大
阪
の

旅
館
で

逮
捕
さ
れ
、

二

十
六
日
、

渡
鮮
隊
は
長
崎
で

逮
捕
さ
れ
た
。

翌
明
治
十
九
年
一

月
に

入
る
と
、

愛
甲
・

高
座
両
郡
に

お
い

て
、

天
野
、

難
波
、

佐
伯
、

山
川
、

黒
田
、

山
本
、

菊
田
ら
が
、

つ

ぎ
つ

ぎ

と
捕
え
ら
れ
た
。

逮
捕
者
は
、

大
阪
市
中
之
島
監
獄
ほ
か
に

収
容
さ
れ
、

大
阪
軽
罪
裁
判
所
に

お
い

て

取
調
べ

が

始
め

ら
れ

た
。

約
一

年
半
の

予
審
後
、

一

八
八

七（
明
治
二

十
）
年
四
月
に
、

容
疑
者
五
十
八
名
は
、

大
阪
重
罪
裁
判
所
に

移
さ
れ
た
。

こ

こ

で
の

公
判
は
五
月
二

十
五
日
か
ら
開
始
さ
れ
、

星
亨
、

板
倉
中
ら
十
七
人
の

弁
護
士
が
弁
護
に

あ
た
っ

た
。

九
月
二

十
四
日
、

判
決
が
言
い

渡
さ
れ
た
。

本
県
関
係
者
だ
け
を
次
に

挙
げ
て

お
こ

う
。

外
患
罪
…
…
武
藤
角
之
助
（
軽
禁
錮
二

年
、

監
視
一

年
）、
天
野
政
立
（
軽
禁
錮
一

年
半
、

監
視
十
か
月
）、

村
野
常
右
衛
門
（
軽
禁
錮
一

年
、

監
視
十
か
月
）。

強
盗
罪
…
…
長
坂
喜
作
（
有
期
徒
刑
十
二

年
）、

山
本
与
七
（
軽
懲
役
八
年
）、

菊
田
粂
三
郎
（
軽
懲
役
七
年
）、

佐
伯
十
三
郎
・

難
波
春
吉
・

大
矢
正
天

大阪府監獄署の難波春吉からの書簡　難波春美氏蔵
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（
軽
懲
役
六
年
）。

無
罪
放
免
…
…
山
川
市
郎
、

窪
田
久
米
、

霜
島
幸
次
郎
。

な
お
、

森
久
保
作
蔵
、

土
方
房
五
郎
、

水
島
保
太
郎
、

黒
田
黙
耳
は
、

す
で
に

予
審
で

免
訴
に

な
っ

た
。

最
後
に
、

本
県
参
加
者
の

考
え
方
に
つ

い

て
、

指
導
的
地
位
に

あ
っ

た
天
野
政
立
の

場
合
を
例
と
し
て

考
え
て

み
よ
う
。

天
野
、

大
矢
を
は
じ
め

本
県
参
加
者
は
み
な
、

法
廷
で

し
ば
し
ば
朝
鮮
改
革
を
「
内
地
改
良
」
す
な
わ
ち
国
内
改
革
の

手
段
で

あ
る
と
述
べ
、

首
領
大
井
憲
太
郎
の

朝
鮮
改

革
を
主
眼
と
し
、

そ
の

結
果
国
内
改
革
の

き
っ

か
け
が
得
ら
れ
る
と
す
る
考
え
方
と
相
違
す
る
こ

と
を
明
言
し
て
い

る
。

言
葉
の

か
ぎ
り
で

は
、

国

内
改
革
優
先
論
が
貫
か
れ
て
い

る
。

そ
う
す
る
と
、

国
内
改
革
を
叫
ぶ
の

に
ど
う
し
て

渡
鮮
す
る
の

か
と
い

う
疑
問
を
誰
し
も
持
つ

で

あ
ろ
う
。

獄

中
で

記
し
た
天
野
の

「
鉄
窓
日
誌
草
稿
」
が
比
較
的
詳
し
く
こ

の

間
の

事
情
を
説
明
し
て
い

る
の

で
、

そ
の

論
理
を
ま
ず
取
り
上
げ
て

み
よ
う
。

こ

の

草
稿
で

天
野
は
、

第
一

に

内
地
改
良
を
言
い

な
が
ら
外
国
の

朝
鮮
で

事
を
か
ま
え
る
理
由
と
し

て
、

「
一

ツ
ハ

東
洋
ノ

進
歩
二
ニ

外
交
政
略

三
ニ

内
地
改
良
ノ

端
緒
」
を
挙
げ
て
い

る
。

第
一

の

「
東
洋
の

進
歩
」
と
は
、

「
清
国
ノ

羈
絆
」
か

ら

独
立
し
よ
う
と
す
る
金
玉
均
ら
を
援
助
し
、

ア

ジ
ア
に

「
義
徒
」
の

あ
る
こ

と
を
欧
米
に

示
し
て

面
目
を
一

新
し
、

対
等
な
条
約
改
正
を
目
差
そ
う
と
い

う
も
の

で

あ
る
。

第
二
の

「
外
交
政

略
」
と
は
、

日
中
朝
の

間
に

緊
張
を
生
じ
、

場
合
に

よ
っ

て

は
交
戦
も
や
む
を
え
な
い

と
い

う
対
外
路
線
で

あ
る
。

第
三
の

「
内
地
改
良
の

端
緒
」

と
は
、

交
戦
と
い

う
事
態
に

な
れ
ば
莫
大
な
軍
事
費
が
必
要
に

な
る
。

し
か
し
、

官
民
不
一

致
の

日
本
の

現
状
で

は
、

人
民
は
軍
事
費
の

徴
集
に

応

じ
な
い

で

あ
ろ
う
。

そ
う
す
る
と
政
府
は
困
り
、

人
民
の

要
求
（
立
憲
制
）
を
聞
き
入
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

こ

う
し
て

国
内
改
革
は
そ
の

緒
に

つ

く
で

あ
ろ
う
。

こ

の

よ
う
な
事
態
は
中
・

朝
に

も
起
こ

る
は
ず
で

あ
り
、

結
局
三
か
国
は
代
議
政
体
と
な
り
、

東
洋
の

面
目
を
一

新
す
る
こ

と
に

な
る
、

と
天
野
は
い

う
の

で

あ
る
。

結
局
こ

の

論
理
は
、

前
述
し
た
よ
う
に

大
井
、

小
林
、

磯
山
ら
が
当
初
計
画
し
た
時
の

も
の

と
ほ
と
ん
ど
同
じ

で

あ
る
。

こ

の

論
理
の

も
っ

と
甘
い

点
は
、

戦
争
と
い

う
事
態
の

中
で
、

専
制
政
府
が
妥
協
し
て

民
主
化
に

応
ず
る
と
考
え
て
い

る
こ

と
で

あ
る
。
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戦
争
は
一

元
的
な
統
制
を
必
要
と
す
る
も
の

で

あ
り
、

統
制
は
よ
り
強
化
さ
れ
、

諸
要
求
は
抑
圧
さ
れ
る
こ

と
を
歴
史
は
む
し
ろ
教
え
て
い

る
で
は

な
い

か
。

そ
れ
に
、

も
っ

と
思
想
的
に

問
題
な
の

は
、

日
本
の

立
憲
制
樹
立
の

た
め
に
、

中
・

朝
に

戦
争
を
強
い

る
と
い

う
考
え
方
で
、

自
主
対
等

の

外
交
原
則
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

は
ず
の

民
権
論
か
ら
ほ
ど
遠
い

も
の
に

な
っ

て
い

る
。

本
県
参
加
者
の

中
で

最
高
の

知
識
人
と
い

え
る
天
野
が
な
ぜ
こ

の

よ
う
な
無
暴
と
い

っ

て

よ
い

行
為
に

命
を
か
け
た
の

だ
ろ
う
か
。

天
野
の

「
鉄

窓
日
誌
草
稿
」
や
公
判
で

の

陳
述
か
ら
読
み
と
れ
る
も
の

は
、

明
治
政
府
に

対
す
る
絶
望
感
と
深
い

い

き
ど
お
り
で

あ
る
。

松
方
デ
フ

レ

下
の

人
民

の

困
難
を
救
お

う
と
租
税
軽
減
の

運
動
に

天
野
が
取
り
組
ん
だ
こ

と
は
前
述
し
た
と
お
り
で

あ
る
が
、

所
詮
、

意
見
の

採
用
は
「
政
府
ノ

権
内
ニ

属

ス

ル

モ

ノ
ニ

シ

テ
敢
テ
其
可
否
ヲ

人
民
ヨ

リ
問
フ

ノ

権
ナ
ク

」、

も
は
や
国
内
で

合
法
的
に

は
「
如
何
ト
モ

ス

ベ

キ
道
ナ
シ

」
と
い

う
結
論
に

な
ら
ざ

る
を
得
な
か
っ

た
。

大
井
ら
か
ら
「
朝
鮮
計
画
」
を
聞
き
、

民
権
運
動
敗
退
の

絶
望
的
な
状
況
下
で

焦
燥
感
に

か
ら
れ
、

政
府
に
一

矢
報
い

よ
う
と

す
れ
ば
、

も
う
こ

れ
以
外
に

な
い

と
い

う
心
情
を
固
め
た
も
の

と
推
測
さ
れ
る
の

で

あ
る
。

（
本
項
全
体
の

参
考
文
献
、

色
川
大
吉
『
新
編
明
治
精
神
史
』、

同
責
任
編
集
『
三
多
摩
自
由
民
権
史
料
集
』
下
巻
、

同
『
大
矢
正
夫
自
徐
伝
』、
大
畑
哲
『
大
矢
正
夫
小
伝
』
私
版
、

同
「
在
地
指
導
者
の
エ

ネ
ル

ギ

―
天
野
政
立

と
相
州
自
由
民
権
運
動
」『
明
治
の

群
像
』5

、

資
料
編
13

近
代
・

現
代
⑶
五
九
・

六
〇
・

六
一

）

三
　
三
大
事
件
建
白
・

条
約
改
正
反
対
運
動

政
界
の
情
勢

自
由
党
の

解
党
、

激
化
事
件
の

敗
北
後
、

自
由
民
権
運
動
が
ふ
た
た
び
燃
え
上
が
っ

た
の

は
三
大
事
件
建
白
運
動
で

あ
る
。

一

八

八
七
（
明
治
二

十

）
年
、

井
上
馨
外
相
の

条
約
改
正
案
が

外
部
に

も
れ
る
と
、

政
府
の

秘
密
外
交
に

よ
る
従
属
的
な
条
約
改
正
案

に

反
対
す
る
運
動
が
た
ち
ま
ち
ま
き
起
こ
っ

た
。

あ
わ
て

た
政
府
は
、

井
上
案
を
取
り
下
げ
た
が
、

専
制
政
府
攻
撃
は
さ
ら
に

強
く
な
っ

て
い

っ
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た
。

板
垣
退
助
は
民
権
運
動
の

要
求
を
ふ
た
た
び
拾
い

あ
げ
、

対
等
な
条
約
改
正
を
か
ち
と
る
に

は
国
民
的
合
意
に

基
づ
く
憲
法
制
定
方
式
が
要
請

さ
れ
る
し
、

い

ま
は
民
衆
に

と
っ

て

減
税
に

よ
る
民
力
休
養
が
必
要
で

あ
る
、

と
い

う
長
文
の

意
見
書
を
提
出
し
た
。

ボ
ア
ソ

ナ
ー
ド
・

谷
干
城
・

板
垣
退
助
・

勝
安
芳
（
海
舟
）
の

意
見
書
が
秘
密
出
版
さ
れ
て

ひ
ろ
ま
っ

た
。

九
月
、

星
ら
は
東
京
で
、

関
東
・

東
北
・

北
陸
の

諸
県
を
中
心
と
す

る
十
七
県
の

有
志
代
表
約
百
名
を
集
め
た
全
国
有
志
懇
親
会
を

開
き
、

そ
の

席
上
、

「
外
交
の

刷
新
」、
「
地
租
軽
減
」、
「
言
論
集
会
の

自
由
」
の

三

大
要
求
を
か
か
げ
て

運
動
を
起
こ

す
こ

と
を
決
定
し
た
。

「
外
交
の

刷
新
」
と
は
、

条
約
改
正
案
反
対
の

こ

と

で

あ
り
、

い

わ
ゆ
る
三
大
事
件
建
白

運
動
の

開
始
で

あ
る
。

ま
ず
、

高
知
県
の

有
志
総
代
が
、

「
生
き
て

奴
隷
の

民
た
ら
ん

よ

り
は
、

死
し
て

自
由
の

鬼
た
ら
ん

」
と
の

決
意
を
表
明
し
て
、

地
租
軽
減
・

言

論
集
会
の

自
由
・

外
交
失
策
の

挽
回
を
要
求
す
る
「
三
大
事
件
建
白
書
」
を
元
老
院
に

提
出
し
た
。

た
ち
ま
ち
こ

の

運
動
は
、

二
府
三
十
二

県
に

わ

た
り
、

二

千
人
以
上
の

活
動
家
が
上
京
し
て

集
会
・

デ
モ

を
く
り
か
え
し
、

陳
情
・

建
白
運
動
を
く
り
ひ
ろ
げ
た
。

取
締
り
を
き
び
し
く
し
て

き
た

政
府
は
、

つ

い

に

十
二

月
五
日
、

戒
厳
令
同
様
の

準
備
を
整
え
て
、

保
安
条
例
を
発
し
、

お
も
な
活
動
家
五
百
七
十
名
を
東
京
市
外
三
里
に

追
放
す

る
と
い

う
弾
圧
を
加
え
た
。

伊
藤
博
文
が
ビ
ス

マ

ル

ク

よ
り
伝
受
さ
れ
た
社
会
主
義
者
鎮
圧
法
に

な
ら
っ

た
も
の

だ
と
い

わ
れ
て
い

る
。

民
権
運
動

再
燃
の

可
能
性
は
、

こ

れ
で

政
治
的
に

断
た
れ
た
。

じ
つ

は
、

三
大
事
件
建
白
の

前
半
か
ら
旧
民
権
派
の

再
結
集
が
は
か
ら
れ
て

い

た
。

一

八
八
六
（
明
治
十
九

）
年
十
月
、

星
亨
・

中
江
兆
民
ら
が

発
起
人
と
な
り
、

東
京
で

開
か
れ
た
全
国
有
志
懇
親
会
が
そ
の

最
初
の

こ

こ

ろ
み
で

あ
る
。

席
上
、

星
は
「
今
や
国
会
開
設
の

期
既
に

四
年
の

後
に

迫
る
。

…
…
小
異
を
捨
て

て

大
同
を
旨
と
す
べ

し
。

懇
親
既
に

成
ら
ば
団
結
は
自
然
に

生
ぜ
ん

」
と
述
べ

た
。

大
同
団
結
運
動
が
こ

こ

に

声
を
あ
げ

た
の

で

あ
る
。

三
大
事
件
建
白
運
動
は
大
同
団
結
運
動
に

重
な
り
、

自
由
民
権
運
動
の

精
神
を
注
入
す
る
可
能
性
を
も
っ

て
い

た
が
、

保
安
条
例
で

そ
の

芽
を
つ

ま
れ
て

し
ま
っ

た
。

星
が
秘
密
出
版
事
件
に

連
座
し
、

板
垣
系
の

土
佐
派
が
保
安
条
例
で

追
放
さ
れ
る
と
、

か
わ
っ

て

民
権
派
再
結
集

©神奈川県立公文書館



の

リ
ー
ダ
ー
シ

ッ

プ
を
と
っ

た
の

が
後
藤
象
二
郎
で

あ
っ

た
。

一

八
八
八
（
明
治
十
九

）
年
六
月
、

か
れ
は
大
同
団
結
運
動
の

機
関
誌
『
政
論
』
を

発
行
し
、

東
北
・

信
越
・

北
陸
・

関
東
地
方
の

遊
説
旅
行
に
の

り
だ
し
た
。

後
藤
の

構
想
を
推
測
す
れ
ば
、

「
中
等
社
会
以
上
の

財
産
名
望
あ
る
有
力
者
」
の

組
織
化
を
は
か
り
、

そ
の

よ

う
な
地
方
政
社
を
基
礎
に

全
国
的

大
政
党
を
結
成
し
、

選
挙
に

勝
利
し
て

政
党
内
閣
を
樹
立
す
る
こ

と
で

あ
っ

た
ら
し
い
。

各
地
の

運
動
は
、

有
志
者
の

懇
親
会
・

地
方
政
社
の

結
成

と
い

う
形
を
と
り
、

一

八
八
八
年
の

後
半
に

盛
行
し
た
。

集
ま
る
者
は
お
も
に

寄
生
地
主
化
し
つ

つ

あ
る
地
方
有
力
者
で

あ
り
、

か
れ
ら
の

目
は
議

会
に

集
中
し
て
い

た
。

と
こ

ろ
が
、

後
藤
は
と
つ

ぜ
ん
、

黒
田
内
閣
に

入
閣
し
て
し
ま
っ

た
。

こ

の

た
め
大
同
団
結
運
動
は
、

非
政
社
論
を
と
な
え

る
大
井
憲
太
郎
ら
の

大
同
協
和
会
と
、

後
藤
と
つ

な
が
り
政
社
論
を
と

る
旧
主
流
派
す
な
わ
ち
河
野
広
中
ら
の

大
同
倶
楽
部
に

分
裂
し
て
し
ま
っ

た
。

な
お
そ
の

後
の

曲
折
を
経
て
一

八
九
〇
（
明
治
二

十
三

）
年
、

立
憲
自
由
党
が
誕
生
す
る
が
、

こ

れ
と
関
連
す
る
県
下
の

動
向
は
、

後
の

節
で

詳
述
さ
れ
る
。

県
下
の
三

大
事

件
建
白
運

動

三
大
事
件
建
白
運
動
に

県
下
の

有
志
が
登
場
す
る
の

は
、

一

八
八
七
（
明
治
二

十
）
年
九
月
二
日
で

あ
る
。

こ

の

日
、

本
県
ほ

か

十
六
県
の

有
志
総
代
と
し
て

熊
本
県
人
井
上
敬
次
郎
・

長
塩
亥
太
郎
、

新
潟
県
人
井
上
平
三
郎
の

三
人
は
宮
内
省
に

大
臣
面

会
を
求
め
て

果
た
せ
ず
、

後
日
、

次
官
に

意
を
伝
え
る
こ

と
が
で

き
た
だ
け
で

あ
っ

た
。

そ
の

後
彼
ら
は
、

さ
ら
に
一

府
三
県
の

有
志
を
加
え
て

元

老
院
に

建
白
書
を
提
出
し
た
が
、

却
下
さ
れ
て
い

る
（
指
原
安
三
『
明
治
政
史
』）。

本
県
参
加
者
の

氏
名
は
不
明
で

あ
る
が
、

恐
ら
く
つ

ぎ
に

記
す
東

京
浅
草
の

井
生
村
楼
で
の

神
奈
川
県
有
志
大
懇
親
会
の

発
起
人
た
ち
で

あ
ろ
う
。

こ

の

大
懇
親
会
は
十
月
二
十
七
日
に

開
か
れ
三
大
事
件
建
白
問
題

で

気
勢
を
あ
げ
た
。

水
島
丑
之
助
・

中
村
金
助
・

木
村
周
平
・

井
上
光
治
・

伊
藤
仁
太
郎
ら
が
発
起
人
で

あ
っ

た
。

こ
の

会
は
建
白
運
動
に

進
ま
ず
、

当
時
の

新
聞
を
に

ぎ
わ
し
た
県
会
騒
動
の

発
端
と
な
る
。

す
な
わ
ち
、

発
起
人
た
ち
は
県
会
議
員
の

出
席
が
少
な
い

こ

と
に

怒
り
、

た
ち
上
ら
な
い

よ
う
な
「
軟
派
」
議
員
に

辞
職
勧
告
を
つ

き
け
る
こ

と
に

し
た
の

で

あ
る
。

こ
の

青
年
有
志
に

著
名
な
石
坂
昌
孝
ら
が
加
担
し
、

過
日
、

県
会
規
則
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を
無
視
し
た
議
員
改
選
が
行
わ
れ
た
こ

と
を
口

実
に

辞
職
勧
告
運
動
を
展
開
し
だ
し
た
の

で

あ
る
。

旧
自
由
党
議
員
の

間
で
い

わ
ゆ
る
内
ゲ
バ

事
件

ま
で

引
き
起
こ

し
た
こ

の

騒
動
は
、

三
大
事
件
建
白
運
動
と
は
無
縁
の

方
向
に

そ
れ
た
だ
け
で

な
く
、

壮
士
に
よ
る
公
然
た
る
暴
力
行
使
の

最
初
で

も
あ
っ

た
（
渡
辺
欽
城
『
三
多
摩
政
戦
史
料
』、

当
時
の

新
聞
）。

た
だ
、

か
つ

て
の

同
志
が
深
刻
な
対
立
関
係
に

入
っ

た
真
相
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

同
年
十
月
二

十
九
日
、

都
下
に

お
け
る
デ
モ

や
集
会
の

盛
り
上
が
り
を
背
景
に
、

諸
県
の

委
員
四
十
余
名
は
、

京
橋
新
肴
町
の

開
花
亭
に

集
会
を

開
き
、

十
一

月
十
日
を
限
り
各
地
方
よ
り
建
白
を
す
る
こ

と
、

各
地
の

有
志
は
そ
の

日
限
に

委
員
を
上
京
さ
せ
る
こ

と
、

上
京
委
員
は
相
集
い

大
懇

親
会
を
開
く
こ

と
、

の

三
項
を
申
し
合
わ
せ
た
。

こ

の

大
懇
親
会
は
十
一

月
十
五
日
、

鷗
遊
館
で

開
か
れ
、

参
加
者
約
四
百
名
の

盛
況
で

あ
っ

た
。

本
県
か
ら
は
、

つ

ぎ
の

二

十
八
名
が
参
加
し
て
い

る
。

石
坂
昌
孝

　
伊
藤
仁
太
郎

　
杉
浦
花
吉
郎

　
鎌
田
喜
十
郎

　
瀬
戸
岡
為
一

郎

　
若
林
豊
之
助

井
上
光
治

　
井
上
三
郎

　
最
上
幸
吉

　
中
村
鍖
三
郎

　
小
原
鉄
臣

　
比
留
間
邦
之
助

難
波
惣
平

　
片
野
徳
三

　
小
林
儀
兵
衛

　
鎌
田
訥
郎

　
三
階

舜

　
古
屋
正
橘

鈴
木
忠
兵
衛

　
芳
野
恭
造

　
青
木
正
太
郎

　
乗
田
弥
吉

　
小
野
房
次
郎

　
町
田
久
五
郎

清
水
浩
平

　
新
井

童

　
久
保
田
久
米

　
高
木
吉
造

（『
自
由
党
史
』『
三
多
摩
政
戦
史
料
』）

ま
た
、

難
波
惣
平
文
書
所
収
、

明
治
二
十
年
十
一

月
の

日
付
を
も
つ

五
郡
有
志
の

「
建
白
書
」（
案
）
は
、

こ

の

統
一

行
動
に

あ
わ
せ

て

取
り
組

ま
れ
た
も
の

で

あ
る
。

た
だ
、

同
建
白
書
は
元
老
院
編
『
建
白
書
一

覧
表
』
に

見
当
ら
ず
、

何
ら
か
の

理
由
で

却
下
さ
れ
た
も
の

の

よ
う
で

あ
る
。

当
時
提
出
さ
れ
た
建
白
書
を
見
る
と
、

三
大
事
件

―
一

言
論
集
会
の

自
由
、

二

地
租
軽
減
、

三

対
等
で

な
い

条
約
改
正
案
反
対

―
を
要
望

す
る
も
の

が
過
半
を
こ

え
て

も
っ

と
も
多
く
、

つ

ぎ
が
三
の

み
を
要
求
す
る
も
の

で
、

二
の

み
を
要
求
す
る
も
の
、

一

と
三
を
要
求
す
る
も
の

が
そ

れ
に

続
く
。

県
下
「
五
郡
有
志
者
」
の

建
白
は
、

一

、

二
、

三
を
要
求
す
る
典
型
的
な
三
大
事
件
建
白
書
で

あ
る
（
資
料
編
13

近
代
・

現
代
⑶
五
四
）。
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自
由
民
権
運
動
再
燃
の

様
子
を
示
し
始
め
た
三
大
事
件
建
白
に

た
い

し
、

一

八
八
七
（
明

治
二
十
）
年
十
二
月
二
十
六
日
、

政
府
は
保
安
条
例
を
発
し
、

活
動
家
五
百
七
十
名
を
皇
居

外
三
里
の

地
に

追
放
す
る
と
い

う
弾
圧
措
置
を
と
っ

た
。

施
行
の

日
か
ら
翌
年
九
月
に
か
け

て
、

本
県
人
で

退
去
命
令
を
受
け
た
者
は
、

石
坂
昌
孝
・

山
田
泰
造
・

中
村
克
昌
・

浅
岡
岩

太
郎
（
以
上
二
か
年
）、

伊
藤
仁
太
郎
（
痴
遊
）
・

水
島
丑
之
助
・

井
上
篤
太
郎（
一

か
年
半
）、

太
田
美
寿
・

井
上
万
吉
・

黒
田
寿
男
（
一

か

年
）
の

十
名
で

あ
る
（
鶴
巻
孝
雄
「
国
権
と
の

相

剋
」
解
説
『
三
多
摩
自
由
民
権
史
料
集
』
下
）、

伊
藤
仁
太
郎
は

ま
た
、

グ
ナ
イ
ス

ト
の

憲
法
講

義
と
政
府
側
の

憲
法
草
案
を
あ
わ
せ
『
西
哲
夢
物
語
』
と
題
し
た
秘
密
出
版
物
を
横
浜
で

数

部
配
布
し
た
た
め
に

罰
金
二

十
円
に

処
せ
ら
れ
て

い

る
（
岩
波
文
庫
本
『
自
由
党
史
』
下
、

『
明

治
文
化
全
集
』
憲
政
篇
）。

石
坂
昌
孝
の

子
石
坂
公
歴
は
、

ア
メ

リ
カ
に

渡
っ

た
が
、

三
大
事
件
建
白
運
動
に

連
帯
し

て

在
米
日
本
人
愛
国
有
志
同
盟
会
に

加
わ
り
、

『
新
日
本
』
と
題
す
る

新
聞
を
発
刊
し
て

本

国
に

送
り
、

明
治
政
府
を
批
判
し
た
。

翌
一

八
八
九
年
一

月
、

帰
国
し
た
石
坂
公
歴
ら
は
、

禁
錮
罰
金
の

刑
を
受
け
た
。

公
歴
は
い

ま
、

コ

ロ

ラ
ド
山
中
の

「
パ

イ
オ
ニ

ア
・

ゲ
ー
ト
ウ

ェ

イ
」
に

眠
っ

て
い

る
（
色
川
大
吉
『
新
編
明
治
精
神
史
』）。

明
治
二

十
年
の
条

約
改
正
反
対
運
動

三
大
事
件
建
白
運
動
を
引
き
起
し
た
外
相
井
上
馨
の

条
約
改
正
案
は
結
局
中
止
に

な
る
が
、

そ
の

後
を
受
け
た
の

が
外
相
大

隈
重
信
の

改
正
案
で

あ
る
。

大
隈
案
は
井
上
案
と
同
じ
く
税
権
回
復
に

ふ
れ
る
こ

と
な
く
、

法
権
回
復
・

外
人
へ

の

内
地
解
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放
、

外
人
法
官
任
用
、

法
典
編
纂
予
約
を
骨
子
と
す
る
も
の

で

あ
っ

た
。

そ
の

た
め
、

大
隈
案
も
外
人
法
官
の

任
用
を
大
審
院
に

限
定
し
、

法
典
編

纂
に
つ

い

て

外
国
の

承
認
を
必
要
と
し
な
い

点
が
井
上
案
よ
り
改
善
さ
れ
た
程
度
に

す
ぎ
な
い

「
亡
国
条
約
」
で

あ
る
と
さ
れ
、

反
対
運
動
が
ま
た

も
巻
き
起
こ
っ

た
。

本
県
の

条
約
改
正
中
止
建
白
に
つ

い

て

は
、

指
原
安
三
『
明
治
政
史
』
下
（『
明
治
文
化
全
集
』
正
史
篇
下
巻
）
に
、

一

八
八
九
（
明
治
二

十
二

）
年

九
月
三
十
日
ま
で
に

五
件
あ
る
と
い

う
元
老
院
の

調
査
が
紹
介
さ
れ
て
い

る
。

神
奈
川
県
倶
楽
部
に

属
す
る
一

市
十
四
郡
有
志
に

よ
る
「
条
約
改
正

中
止
之
儀
建
言
」（
資
料
編
13

近
代
・

現
代
⑶
五
五
、

七
月
三
十
日
提
出
）、

八
王
子
倶
楽
部
有
志
に

よ
る
中
止
建
白
書
（
八
月
八
日
提
出
）
は
、

こ
の

五
件

の

中
に

数
え
ら
れ
て
い

る
は
ず
で

あ
る
。

前
者
は
天
野
政
立
が
起
稿
し
た
も
の

で
、

県
会
議
員
そ
の

他
有
志
が
署
名
し
、

天
野
と
石
坂
昌
孝
が
総
代

と
な
り
元
老
院
に

提
出
さ
れ

た
（
天
野
政
立
文
書
「
台
堂
小
歴
史
」）。

同
建
白
書
は
、

冒
頭
に

述
べ

た
大
隈
案
の

も
つ

三
つ

の

問
題
点
を
批
判
し
て

中

止
を
要
請
し
て
い

る
。

後
者
の

動
向
は
、

『
東
京
日
日
新
聞
』
や
『
朝
野
新
聞
』
に

紹
介
さ
れ
た
も
の

で
、

岡
部
芳
太
郎
（
津
久
井
郡

）、

森
久
保
作

蔵
・

日
野
英
吉
（
南
多
摩
郡

）、

下
田
伊
左
衛
門
（
西
多
摩
郡
）、
小
野
房
次
郎
（
北
多
摩
郡

）
ら
の

総
代
に

よ
っ

て

提
出
さ
れ
た
。

彼
ら
は
す
べ

て

神
奈

川
県
倶
楽
部
の

役
員
で

も
あ
っ

た
（
鶴
巻
孝
雄
「
国
権
と
の

相
剋
」『
三
多
摩
自
由
民
権
史
料
集
』
下
巻
）。

県
下
の

中
止
建
白
は
、

こ

の

五
件
に

と
ど
ま
ら
な
い
。

最
近
の

研
究
に

よ
れ
ば
、

そ
の

後
さ
ら
に
、

つ

ぎ
の

五
件
が
同
年
中
に

提
出
さ
れ
て
い

る

（
前
掲
鶴
巻
論
文
）。

一

　

南
多
摩
郡
南
村
、

同
町
田
村
有
志
に

よ
る
条
約
改
正
中
止
建
白
。

現
存
す
る
文
書
に

は
「
明
治
廿
二
年
十
月
十
日
条
約
改
正
建
白
書
草
按
之

写
」
と
あ
り
、

井
上
光
治
、

細
野
喜
代
四
郎
が
遊
説
、

署
名
集
め
に

尽
力
し
て
い

る
。

二
　
南
多
摩
郡
鶴
川
村
有
志
に

よ
る
「
条
約
改
正
中
止
建
白
書
」。
「
明
治
廿
二

年
十
月
」
の

日
付
が
あ
る
。

三
　
県
下
青
年
有
志
総
代
に

よ
る
条
約
改
正
中
止
の

「
陳
情
書
」。
『
東
京
日
日
新
聞
』（
明
治
二

十
二

年
十
月
二

十
二
日

付
）
に

よ
れ
ば
、

県
下
の

青
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